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法
政
大
学
元
法
学
部
長
・
岸
井
大
太
郎
先
生
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
六
日
早
朝
、
急
性
大
動
脈
解
離
に
よ
り
、
ご
旅
行
先
の
福
島
県
に

て
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
、
わ
ず
か
六
三
歳
で
あ
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の
訃
報
を
聞
い
た
と
き
に
呆
然
と
し
、
若
輩
の
同
僚
教
員

と
し
て
今
も
慟
哭
の
想
い
に
か
ら
れ
ま
す
。

　
岸
井
先
生
は
、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
〇
日
、
東
京
都
・
品
川
区
で
出
生
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
八
年
三
月
に
東
京
大
学
法

学
部
ご
卒
業
後
、
す
ぐ
に
同
年
四
月
、
同
大
学
法
学
部
助
手
に
就
任
し
、
一
九
八
一
年
六
月
ま
で
勤
務
さ
れ
ま
し
た
。
法
政
大
学
法
学
部

に
は
、
一
九
八
二
年
四
月
一
日
に
助
教
授
と
し
て
着
任
な
さ
り
、
一
九
九
二
年
に
教
授
に
昇
任
さ
れ
ま
し
た
。
法
政
大
学
法
学
部
で
は
、

三
五
年
間
と
い
う
長
き
に
わ
た
っ
て
、
主
に
「
経
済
法
」
を
専
攻
さ
れ
る
と
同
時
に
、
講
義
・
演
習
な
ど
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
間
、
一
九
八
九
年
か
ら
九
一
年
の
二
年
間
は
、
法
政
大
学
か
ら
在
外
研
究
員
と
し
て
渡
英
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
（
ロ
ン
ド
ン
・

ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
）
に
お
い
て
、
客
員
研
究
員
と
し
て
ご
研
究
に
従
事
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
一
年
間
は
、
学
部
長
の
任
に
あ
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
同
年
、
法
政
大
学
に
専
門
職
大
学
院
・
法
務
研
究

科
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
四
年
間
、
法
学
部
と
同
時
に
法
務
研
究
科
の
教
授
を
兼
務
な
さ
い
ま
し
た
。

　
岸
井
先
生
は
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
る
わ
ず
か
数
日
前
に
、
新
刊
の
ご
高
著
と
な
る
『
公
的
規
制
と
独
占
禁
止
法
─
─
公
益
事
業
の
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経
済
法
研
究
』
の
「
あ
と
が
き
」
を
ご
執
筆
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
今
、
私
は
、
そ
の
本
を
手
に
取
っ
て
お
り
ま
す
。
同
書
中
の
ご
本

人
の
お
言
葉
を
あ
え
て
お
借
り
申
し
上
げ
ま
す
と
、
岸
井
先
生
の
ご
業
績
は
、
三
つ
の
主
要
な
分
野
に
及
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
は
同

書
に
収
録
さ
れ
た
数
々
の
珠
玉
の
ご
論
文
に
代
表
さ
れ
る
「
公
益
事
業
を
中
心
と
す
る
公
的
規
制
と
独
占
禁
止
法
」
の
ご
研
究
、
加
え
て

特
に
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
の
初
頭
に
か
け
て
は
「
法
的
独
占
型
か
ら
競
争
促
進
型
へ
の
規
制
の
転
換
期
に
お
け
る
制
度
改

革
に
関
す
る
立
法
論
的
な
政
策
提
言
」、
さ
ら
に
「
公
益
事
業
の
規
制
改
革
お
よ
び
こ
れ
と
か
か
わ
る
独
占
禁
止
法
に
つ
い
て
の
、
外
国

法
お
よ
び
国
際
経
済
法
」
の
ご
研
究
で
す
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、「
経
済
法
」
分
野
が
日
本
で
大
き
く
発
展
し
、

深
化
す
る
こ
と
へ
の
多
大
の
学
問
的
・
政
策
的
な
ご
貢
献
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
待
ち
ま
せ
ん
。

　
こ
の
ご
高
著
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
二
〇
一
七
年
の
一
〇
月
一
七
日
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
岸
井
先
生
が
、
い
か
に
こ
の
新
著
を
自

ら
も
お
手
に
取
り
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
を
考
え
ま
す
と
、
万
感
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
所
属
さ
れ
た
諸
学
会
で
も
ご
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。「
経
済
法
学
会
」
で
は
理
事
・
学
会
運
営
委
員
を
、「
公
共
事
業
学
会
」
で

は
評
議
員
を
務
め
ら
れ
、「
国
際
経
済
法
学
会
」
の
学
会
員
と
し
て
も
、
活
発
な
学
会
活
動
を
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
後
進
に
歩
む

べ
き
道
を
示
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
学
内
で
は
、
伝
統
あ
る
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
現
代
法
研
究
所
」
所
長
の
責
務
を
、
二
〇
〇
一

年
度
か
ら
二
年
間
に
わ
た
っ
て
お
引
き
受
け
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
期
に
同
研
究
所
に
て
、
先
輩
格
の
も
う
一
人
の
法
学
部
教
授
も

含
め
た
研
究
チ
ー
ム
で
の
研
究
を
私
も
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
の
節
に
研
究
所
長
で
あ
ら
れ
た
岸
井
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た

数
々
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
は
、
今
も
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
岸
井
先
生
は
、
研
究
者
・
教
育
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
学
内
行
政
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
良
い
意
味
で
の
熱
血
漢
で
あ
ら
れ
ま
し

た
。
特
に
学
部
長
を
務
め
ら
れ
た
二
〇
〇
四
年
度
の
献
身
的
な
ご
貢
献
ぶ
り
は
、
先
輩
・
後
輩
の
同
僚
皆
の
眼
に
、
今
も
焼
き
付
い
て
お

り
ま
す
。
学
部
長
ご
退
任
の
後
も
、
岸
井
先
生
は
全
学
の
教
授
会
の
貴
重
な
自
治
権
を
、
旧
き
良
き
伝
統
と
し
て
守
り
抜
く
べ
く
、
獅
子
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奮
迅
の
ご
活
躍
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
学
部
の
「
自
由
」
を
保
障
す
る
自
治
権
は
、
今
も
脈
々
と
各
学
部
教
授
会
に
受
け
継
が
れ
て
お
り

ま
す
。
当
時
の
岸
井
大
太
郎
法
学
部
長
な
か
り
せ
ば
、
あ
る
い
は
私
が
今
、
同
僚
の
皆
さ
ま
と
受
け
継
い
で
い
る
法
学
部
の
自
治
権
の
一

旦
は
、
失
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
思
う
と
、
改
め
て
岸
井
先
生
の
ご
遺
影
の
前
に
、
深
々
と
頭
が
下
が
る
気
持
ち
で
す
。

　
ご
遺
影
と
申
せ
ば
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
、
岸
井
大
太
郎
先
生
の
「
偲
ぶ
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
学
内
外
の
研
究
者
仲

間
の
み
な
ら
ず
、
岸
井
先
生
と
と
も
に
貴
重
な
お
仕
事
を
さ
れ
た
官
公
庁
や
諸
委
員
会
関
係
者
の
皆
様
、
そ
し
て
岸
井
ゼ
ミ
の
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ

Ｇ
会
の
多
く
の
卒
業
生
た
ち
が
列
席
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
、
岸
井
先
生
が
研
究
者
・
教
育
者
・
学
内
外
の
行
政
の
重
責
を
も
担
っ
た
、

広
き
社
会
へ
の
貢
献
者
で
あ
ら
れ
た
証
で
し
た
。
学
外
で
の
お
仕
事
と
し
て
は
、
最
近
時
の
一
例
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
公
正
取
引
委
員
会

の
も
と
で
、
二
〇
一
六
年
二
月
か
ら
翌
年
四
月
の
報
告
書
提
出
ま
で
、
課
徴
金
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
研
究
会
の
座
長
と

し
て
の
職
責
を
全
う
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
司
法
試
験
の
考
査
委
員
と
い
う
重
責
も
お
果
た
し
に
な
っ
た
こ
と
を
付
言
い
た
し
ま
す
。

　
本
誌
を
も
っ
て
、
伝
統
あ
る
『
法
学
志
林
』
の
「
故�

岸
井
大
太
郎
先
生
追
悼
号
」
と
い
た
し
ま
す
。
岸
井
大
太
郎
先
生
の
ご
業
績
と

ご
活
躍
を
振
り
返
り
、
こ
れ
を
学
内
外
の
読
者
の
皆
様
に
今
一
度
、
胸
に
刻
ん
で
い
た
だ
き
、
法
学
部
と
法
政
大
学
、
日
本
社
会
へ
の
ご

貢
献
に
対
し
て
、
法
学
部
教
授
会
一
同
が
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
込
め
て
先
生
の
追
悼
号
と
し
、
慎
ん
で
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。


